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議案第２号 

 

   令和８年度三次市一般会計予算（案） 

 

 令和８年度三次市の一般会計の予算は，次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 39,450,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出

予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表 債務負担

行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，｢第３表 地方債｣

による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高

額は，6,000,000千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。 

 ⑴ 各項に計上した給料，職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じ

た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

                     三次市長 福 岡 誠 志  
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第１表　歳入歳出予算

（ 歳　入 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 市税 7,217,574 

1 市民税 2,866,566 

2 固定資産税 3,453,546 

3 軽自動車税 224,598 

4 市たばこ税 377,171 

5 特別土地保有税 1 

6 都市計画税 292,806 

7 入湯税 2,886 

2 地方譲与税 539,163 

1 地方揮発油譲与税 89,330 

2 自動車重量譲与税 352,674 

3 森林環境譲与税 97,159 

3 利子割交付金 20,009 

1 利子割交付金 20,009 

4 配当割交付金 51,247 

1 配当割交付金 51,247 

5 株式等譲渡所得割交付金 73,306 

1 株式等譲渡所得割交付金 73,306 

6 法人事業税交付金 138,298 

1 法人事業税交付金 138,298 

7 地方消費税交付金 1,520,871 

1 地方消費税交付金 1,520,871 

8 自動車取得税交付金 1 

1 自動車取得税交付金 1 

9 環境性能割交付金 1 

1 環境性能割交付金 1 

1 一般会計
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

10 地方特例交付金 133,135 

1 地方特例交付金 133,135 

11 地方交付税 14,743,422 

1 地方交付税 14,743,422 

12 交通安全対策特別交付金 6,623 

1 交通安全対策特別交付金 6,623 

13 分担金及び負担金 271,257 

1 分担金 48,139 

2 負担金 223,118 

14 使用料及び手数料 239,995 

1 使用料 179,120 

2 手数料 60,875 

15 国庫支出金 4,062,604 

1 国庫負担金 2,581,825 

2 国庫補助金 1,437,538 

3 委託金 43,241 

16 県支出金 3,012,408 

1 県負担金 1,142,479 

2 県補助金 1,745,773 

3 委託金 124,156 

17 財産収入 278,954 

1 財産運用収入 206,478 

2 財産売払収入 72,476 

18 寄附金 240,001 

1 寄附金 240,001 

19 繰入金 1,963,131 

1 一般会計
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 基金繰入金 1,963,131 

20 繰越金 1 

1 繰越金 1 

21 諸収入 828,199 

1 延滞金加算金及び過料 503 

2 市預金利子 826 

3 貸付金元利収入 491,223 

4 受託事業収入 16,423 

5 雑入 319,224 

22 市債 4,109,800 

1 市債 4,109,800 

歳　　入　　合　　計 39,450,000 

1 一般会計
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（ 歳　出 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 議会費 263,859 

1 議会費 263,859 

2 総務費 6,158,908 

1 総務管理費 5,532,251 

2 徴税費 312,255 

3 戸籍住民基本台帳費 226,575 

4 選挙費 41,599 

5 統計調査費 9,278 

6 監査委員費 36,950 

3 民生費 10,989,303 

1 社会福祉費 6,259,091 

2 児童福祉費 4,090,897 

3 生活保護費 639,315 

4 衛生費 3,586,537 

1 保健衛生費 1,910,098 

2 清掃費 1,212,618 

3 上水道費 463,821 

5 労働費 208,038 

1 労働諸費 208,038 

6 農林水産業費 2,149,279 

1 農業費 1,207,776 

2 耕地費 520,887 

3 林業費 420,616 

7 商工費 694,745 

1 商工費 694,745 

8 土木費 3,532,109 

1 一般会計
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 土木管理費 275,901 

2 道路橋梁費 1,861,028 

3 河川費 58,235 

4 都市計画費 1,135,119 

5 住宅費 201,826 

9 消防費 1,646,290 

1 消防費 1,646,290 

10 教育費 4,173,110 

1 教育総務費 1,810,054 

2 小学校費 430,660 

3 中学校費 205,273 

4 幼稚園費 111,430 

5 社会教育費 547,223 

6 保健体育費 1,041,692 

7 学校保健費 26,778 

11 災害復旧費 354,236 

1 農林水産施設災害復旧費 176,336 

2 土木施設災害復旧費 177,900 

12 公債費 5,663,586 

1 公債費 5,663,586 

13 予備費 30,000 

1 予備費 30,000 

歳　　出　　合　　計 39,450,000 

1 一般会計

- 8 -

第２表　債務負担行為

事　　　　　項 期　　　間 限　度　額

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和11年度まで

令和8年度から

令和13年度まで

令和8年度から

令和13年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和10年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和11年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和13年度まで

議会中継委託業務 4,800千円

令和8年度融資資金に対
する利子補給額

指定管理者制度を導入する施設に係る指定管理料 協定に定める期間 協定に定める額

市議会会議録作成委託業務 2,800千円

こどもの室内遊び場電源設備更新事業 91,600千円

文書等配送委託業務 20,400千円

広報配布委託業務 20,800千円

自然災害対策融資資金利子補給補助金

自然災害対策工事資金貸付に係る取扱金融機関に
対する損失補償

市民バス運行委託業務

3,000千円

各金融機関が貸し付けた
額に対して受けた損失額

市役所ほっとニュース制作放映委託業務 7,700千円

55,400千円

10,400千円

13,600千円

県議会議員選挙に要する経費

市長選挙に要する経費

高齢者運転免許自主返納支援事業 1,100千円

18,400千円

障害者福祉タクシー等利用助成事業

保育所児童送迎委託業務

令和8年度融資資金に対
する利子補給額

休日夜間急患センター運営事業 30,000千円

甲奴健康づくりセンター運営委託業務 23,900千円

排水設備改造資金に対する利子補給

三次市放課後児童クラブ運営業務委託 763,600千円
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事　　　　　項 期　　　間 限　度　額

令和8年度から

令和13年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和10年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和17年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和17年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

排水設備改造資金貸付に係る取扱金融機関に対す
る損失補償

各金融機関が貸し付けた
額に対して受けた損失額

一般廃棄物家庭ごみ収集運搬委託業務 309,000千円

公共施設ごみ収集運搬委託業務 10,600千円

12,000千円

廃棄物再生処理委託業務 77,300千円

三次環境クリーンセンター焼却施設等運転管理委託
業務

202,600千円

農業振興資金利子補給
令和8年度融資資金に対
する利子補給額

ふれあい収集委託業務 3,500千円

三次環境クリーンセンター交通整理委託業務 1,600千円

下荒瀬最終処分場埋立処理委託業務

70,000千円

商工業振興資金利子補給

広島県信用保証協会が
債務の保証により受けた
損失額

令和8年度融資資金に対
する利子補給額

下荒瀬最終処分場施設運転管理委託業務 20,700千円

170,000千円

商工業預託融資に係る広島県信用保証協会に対す
る信用保証料負担金

広島県信用保証協会と市
が定める信用保証率により
算定される保証料の差額

中小企業事業資金融資に対する預託金

道路照明保全委託業務 5,000千円

三次市勤労者資金融資に対する預託金

310,000千円

商工業預託融資に係る広島県信用保証協会に対す
る損失補償

汚泥再生処理センター施設点検整備委託業務 151,800千円

75,000千円道路橋梁路面保全委託業務

（仮称）みよしアグリパーク整備支援事業
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事　　　　　項 期　　　間 限　度　額

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

令和8年度から

令和9年度まで

学校給食配送委託業務 6,800千円

学校給食配送委託業務（新調理場分） 8,700千円

学校給食調理委託業務 18,800千円

スクール・通所便運行委託業務 170,200千円

外国語指導助手派遣委託業務

74,200千円

三次版学校ICTサポート事業

小学校用タブレット端末更新事業

54,900千円

8,000千円
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第３表　地　方　債　　　
（単位：千円）

起　債　の　目　的 限 度 額 起債の方法 利　　率 償　還　の　方　法

生活安全推進事業 7,000

公共施設等整備事業 92,000

地域情報化推進事業 327,700

地域振興施設整備事業 67,000

過疎地域持続的発展事業 242,800

社会福祉施設整備事業 69,900

保育所整備事業 9,300

浄化槽設置整備事業 21,800

病院事業会計繰出 269,000

診療所特別会計繰出 8,200

塵芥処理施設整備事業 153,500

水道事業出資 257,000

耕地事業 60,700

広域営農団地農道事業 15,000

林道整備事業 73,800

小規模崩壊地復旧事業 4,600

公有林整備事業 4,400

道路橋梁維持事業 154,100

道路新設改良事業 454,000

橋梁新設改良事業 170,900

河川災害防止対策事業 51,300

下水道事業会計繰出 150,000

消防施設等整備事業 181,500

水防施設等整備事業 36,300

学校施設整備事業 838,400

社会体育施設整備事業 283,400

現年災害農地復旧事業 5,700

過年災害農地復旧事業 5,800

現年災害農業施設復旧事業 4,900

過年災害農業施設復旧事業 22,500

現年災害林業施設復旧事業 400

過年災害林業施設復旧事業 1,500

現年災害公共土木復旧事業 11,200

過年災害公共土木復旧事業 42,100

現年災害単独土木復旧事業 12,100

普通貸借又
は証券発行

年 5.0％
以内（た
だし,利率
見直し方
式で借り
入れる資
金につい
て，利率
の見直し
を行った
後におい
ては当該
見直し後
の利率）

借入先の融資条件による。
ただし，財政の都合により
繰上償還をし，又は償還年
限を短縮し，若しくは低利
債に借換えをすることがで
きる。
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  三次市国民健康保険特別会計
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議案第３号 

 

   令和８年度三次市国民健康保険特別会計予算（案） 

 

 令和８年度三次市の国民健康保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 5,045,475千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出

予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表 債務負担

行為」による。 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高

額は，100,000千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。 

 ⑴ 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

                     三次市長 福 岡 誠 志  
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第１表　歳入歳出予算

（ 歳　入 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 国民健康保険税 924,030 

1 国民健康保険税 924,030 

2 使用料及び手数料 1 

1 手数料 1 

3 国庫支出金 2,200 

1 国庫補助金 2,200 

4 県支出金 3,676,439 

1 県補助金 3,676,439 

5 財産収入 32 

1 財産運用収入 32 

6 繰入金 442,052 

1 他会計繰入金 442,052 

7 繰越金 1 

1 繰越金 1 

8 諸収入 720 

1 延滞金加算金及び過料 183 

2 雑入 537 

歳　　入　　合　　計 5,045,475 

21 国民健康保険特別会計
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（ 歳　出 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 総務費 82,612 

1 総務管理費 75,438 

2 徴税費 6,983 

3 運営協議会費 191 

2 保険給付費 3,493,414 

1 療養諸費 3,022,900 

2 高額療養費 460,300 

3 移送費 200 

4 出産育児諸費 8,004 

5 葬祭諸費 2,010 

3 国民健康保険事業費納付金 1,342,329 

1 医療給付費分 969,691 

2 後期高齢者支援金等分 285,011 

3 介護納付金分 87,627 

4 共同事業拠出金 1 

1 共同事業拠出金 1 

5 財政安定化基金拠出金 1 

1 財政安定化基金拠出金 1 

6 保健事業費 113,614 

1 保健事業費 32,193 

2 特定健康診査等事業費 81,421 

7 基金積立金 32 

1 基金積立金 32 

8 諸支出金 3,462 

1 償還金及び還付加算金 3,462 

9 公債費 10 

21 国民健康保険特別会計
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 公債費 10 

10 予備費 10,000 

1 予備費 10,000 

歳　　出　　合　　計 5,045,475 

21 国民健康保険特別会計
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第２表　債務負担行為

事　　　　　項 期　　　間 限　度　額

令和8年度から

令和9年度まで
健診のしおり作成業務 1,400千円

- 19 -



- 20 -

三次市診療所特別会計

- 21 -
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議案第４号 

 

令和８年度三次市診療所特別会計予算（案） 

 

 令和８年度三次市の診療所特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 298,503千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

                     三次市長 福 岡 誠 志  
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第１表　歳入歳出予算

（ 歳　入 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 診療収入 208,481 

1 外来収入 201,750 

2 その他の診療収入 6,731 

2 使用料及び手数料 1,623 

1 手数料 1,623 

3 財産収入 592 

1 財産運用収入 592 

4 繰入金 84,996 

1 基金繰入金 70,419 

2 他会計繰入金 6,317 

3 一般会計繰入金 8,260 

5 諸収入 2,811 

1 雑入 2,811 

歳　　入　　合　　計 298,503 

22 診療所特別会計
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（ 歳　出 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 総務費 230,808 

1 施設管理費 230,808 

2 医業費 65,695 

1 医業費 65,695 

3 予備費 2,000 

1 予備費 2,000 

歳　　出　　合　　計 298,503 

22 診療所特別会計
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三次市介護保険特別会計
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議案第５号 

 

   令和８年度三次市介護保険特別会計予算（案） 

 

 令和８年度三次市の介護保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 6,783,082千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出

予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表 債務負担

行為」による。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。 

 ⑴ 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

                     三次市長 福 岡 誠 志  
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第１表　歳入歳出予算

（ 歳　入 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 保険料 1,183,134 

1 介護保険料 1,183,134 

2 使用料及び手数料 310 

1 手数料 310 

3 国庫支出金 1,668,424 

1 国庫負担金 1,112,601 

2 国庫補助金 555,823 

4 支払基金交付金 1,746,505 

1 支払基金交付金 1,746,505 

5 県支出金 975,515 

1 県負担金 916,200 

2 県補助金 59,315 

6 財産収入 789 

1 財産運用収入 789 

7 繰入金 1,208,269 

1 一般会計繰入金 1,035,330 

2 基金繰入金 172,939 

8 繰越金 1 

1 繰越金 1 

9 諸収入 135 

1 延滞金加算金及び過料 11 

2 雑入 124 

歳　　入　　合　　計 6,783,082 

24 介護保険特別会計
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（ 歳　出 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 総務費 133,666 

1 総務管理費 60,716 

2 徴税費 3,943 

3 介護認定審査会費 69,007 

2 保険給付費 6,242,463 

1 介護サービス等諸費 5,782,028 

2 介護予防サービス等諸費 211,640 

3 高額介護サービス等費 110,454 

4 高額医療合算介護サービス 17,438 

等費

5 特定入所者介護サービス等 116,103 

費

6 その他諸費 4,800 

3 財政安定化基金拠出金 1 

1 財政安定化基金拠出金 1 

4 地域支援事業費 399,519 

1 介護予防・生活支援サービ 186,793 

ス事業費

2 一般介護予防事業費 38,651 

3 包括的支援事業費 144,284 

4 任意事業費 29,168 

5 その他諸費 623 

5 保健福祉事業費 3,092 

1 保健福祉事業費 3,092 

6 基金積立金 789 

1 基金積立金 789 

24 介護保険特別会計
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

7 諸支出金 2,552 

1 償還金及び還付加算金 2,552 

8 予備費 1,000 

1 予備費 1,000 

歳　　出　　合　　計 6,783,082 

24 介護保険特別会計
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第２表　債務負担行為

事　　　　　項 期　　　間 限　度　額

令和8年度から

令和9年度まで
高齢者トレーニング委託業務 4,500千円
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 三次市後期高齢者医療特別会計

- 35 -
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議案第６号 

 

   令和８年度三次市後期高齢者医療特別会計予算（案） 

 

 令和８年度三次市の後期高齢者医療特別会計の予算は，次に定めるところによ

る。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 1,183,276千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出

予算」による。 

  

  令和８年２月２０日提出 

 

                     三次市長 福 岡 誠 志  
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第１表　歳入歳出予算

（ 歳　入 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 後期高齢者医療保険料 901,883 

1 後期高齢者医療保険料 901,883 

2 繰入金 279,979 

1 一般会計繰入金 279,979 

3 繰越金 1 

1 繰越金 1 

4 諸収入 1,413 

1 延滞金加算金及び過料 11 

2 償還金及び還付加算金 1,400 

3 雑入 2 

歳　　入　　合　　計 1,183,276 

25 後期高齢者医療特別会計
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（ 歳　出 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 総務費 2,977 

1 総務管理費 238 

2 徴収費 2,739 

2 後期高齢者医療広域連合納 1,177,899 

付金

1 後期高齢者医療広域連合納 1,177,899 

付金

3 諸支出金 1,400 

1 償還金及び還付加算金 1,400 

4 予備費 1,000 

1 予備費 1,000 

歳　　出　　合　　計 1,183,276 

25 後期高齢者医療特別会計

- 39 -



- 40 -

三次市土地取得特別会計
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議案第７号 

 

   令和８年度三次市土地取得特別会計予算（案） 

 

 令和８年度三次市の土地取得特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 40,911千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

                     三次市長 福 岡 誠 志  
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第１表　歳入歳出予算

（ 歳　入 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 財産収入 37,452 

1 財産運用収入 977 

2 財産売払収入 36,475 

2 繰入金 3,459 

1 他会計繰入金 1,405 

2 基金繰入金 2,054 

歳　　入　　合　　計 40,911 

27 土地取得特別会計
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（ 歳　出 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 総務費 983 

1 総務管理費 983 

2 公債費 39,928 

1 公債費 39,928 

歳　　出　　合　　計 40,911 

27 土地取得特別会計
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